
 

令和８年度 

豊田市区長会 第３回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和８年５月２７日（水） １４：００～ 

場 所  市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 
 



次 　第

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。 ―

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡
ください。

―

４　区長会　報告・確認・協議事項 ページ

報告
内容

・7月9日(木)実施　　※視察先が決定次第ご連絡いたします ―

報告
内容

・別紙のとおりです。 ―

報告
内容

・別紙のとおりです。 ―

報告
内容

・別紙のとおりです。 ―

協議
内容

・別紙のとおりです。 ―

５　共済会運営委員会 報告事項 ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できな
い場合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。

―

2

―

別
紙

地区区長会運営費及び費用弁償の支払いについて

デジタル化の推進（アプリの導入 について）

1

5

別
紙

5

今期見舞金の支給状況について

1

1

3

4

組長袋の作製について

2

1

2

役員会・総務委員会合同研修会について

豊田市区長会総会の開催結果について

別
紙

【司会　関口副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

別
紙

清水会計１　豊田市民の誓い唱和

犯罪発生状況・交通事故発生状況について

警察署と地区区長会との連携について



６　豊田市等からの依頼・情報提供事項

資料番号

依頼
内容

・身障協会福祉事業回覧にご協力をお願いします。
・回覧文書等は担当者が直接自治区へ持参します。
【連絡先】豊田市身障協会（電話：31-2941）

報告
内容

「とよた市民福祉大学（第１１期）」の受講者を決定したことを報
告いたします。　修了生の情報提供を行います。
【連絡先】つながり応援課
           電話：31-1294、FAX：33-2346
           メール：vc@toyota-shakyo.jp

依頼
内容

 人権擁護委員候補者の地元推薦について、該当の地区区長会長に
ご協力をお願いいたします。
【連絡先】市民相談課（電話：34-6626 FAX：31-8252）

依頼
内容

愛知県交通安全推進協議会及び豊田市交通安全市民会議では、日頃
地域の交通事故防止に多大な貢献をされている個人や団体に対し、
表彰を行っている。各自治区長に候補者の推薦依頼をするため、地
区区長会長様に推薦のとりまとめをお願いする。
【連絡先】交通安全防犯課
           電話：34-6633、FAX：32-3794
           メール：signal@city.toyota.aichi.jp

情報
提供

・野生鳥獣等について、相談先が分からない市民の方に向けて「野
生動物相談窓口」を開設いたします。
【連絡先】農業振興課
           電話：34-6785、FAX：33-8149
           メール：nougyou@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

・令和８年５月２９日から気象庁等が発表する防災気象情報が変わ
ります。変更内容や避難行動について、広く住民に周知するため回
覧をお願いします。
【連絡先】防災対策課
           電話：34-6750、FAX：34-6048
           メール：bousai@city.toyota.aichi.jp

豊田市身障協会

-

－

豊田市身障協会福祉事業回覧のお願い

1

防災対策課

人権擁護委員候補者の推薦について 市民相談課

ー

農業振興課

-

4

愛知県交通安全県民大会及び豊田市交通安全市民大会における表彰候補者等の推薦について

3

社会福祉協議会

交通安全防犯課

5

野生動物相談窓口の開設について

ー

2

「とよた市民福祉大学（１１期）」受講者決定報告について（情報提供・依頼）

6

新しい防災気象情報に係る回覧依頼について

mailto:vc@toyota-shakyo.jp
mailto:signal@city.toyota.aichi.jp
mailto:nougyou@city.toyota.aichi.jp
mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp


情報
提供

指定ごみ袋について、自治区あっせんを行っていただいています
が、例年のあっせん量を大きく超えてしまっているため、あっせん
の受付を一時停止するとともに、納入時期及び納入量を調整させて
いただきます。
【連絡先】清掃業務課
           電話：71-3003、FAX：71-3000
           メール：seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp

・・・ 6

８　その他

７　６月区長便のお知らせ

【第４回役員会】６月２４日（水） １４：００～ 豊田市役所 南庁舎５階 ５１会議室

7

指定ごみ袋のあっせんの一時停止（調整）について 清掃業務課

mailto:seisougyoumu@city.toyota.aichi.jp


令和８年度 豊田市区長会総会の開催結果について 

 

１ 日  時  令和８年５月９日（土） １０時３０分～１１時４５分 

 

２ 会  場  豊田市民文化会館 小ホール 

 

３ 出席状況  会員総数２９６名中 ２８０名 

（出席者２１２名、委任状６８名） 

  

４ 来  賓  豊田市長      太田 稔彦 様 

         豊田市議会議長   北川 敏崇 様 

         豊田警察署長    内藤 一昭 様 

足助警察署長    川口 治   様 

社会福祉協議会会長 安田 明弘 様 

 

５ 議  事 （１）議長の選出 上郷地区 国江自治区 岩瀬 勝好 区長 

        （２）議案の審議結果 

 第１号議案～第１０号議案まで原案どおり承認 

 

 ６ 質 問 等 

 質問等 総会での回答 

第８号議案 

収入の部の豊田市補助金について、

自治区支援アプリの導入費用とし

て１２０万円増額しているものと

推測するが、支出には記載がない。 

支出についても自治区支援アプリ

の導入費用を見込むのであれば、ど

のような形で使われるのかを説明

いただきたい。 

令和７年度に区長会総務委員会で検

討した推奨アプリを、役員会で試行

導入するためにかかる費用への支援

として豊田市補助金が増額となって

いる。 

推奨アプリは、役員会での試行導入、

導入自治体への視察等を踏まえ、本

契約の可否を判断し、本格導入後は

各自治区へ展開することを考えてい

る。 

 

No.〇 
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区長会役員会 資料 

令和８年５月２７日 

区長会役員 各位 

組長袋の作製について 
区長会事務局 

 

このことについて、下記のとおり作製を予定しておりますのでご承知おきください。 

 

記 

 

１ 作成数     必要自治区数×組数分（最大 10,000 枚）  

 

２ スケジュール（案）   

時期 実施内容 

６月役員会 情報提供 

６月区長便 組長袋 要・不要調査（不要の場合のみ連絡）  

７月 発注 

１１月 各支所に納品後、各自治区へ配布 

            

３ 配布方法    作製した組長袋は地区ごとに分け、各支所に納品 

          各支所担当者と地区区長会にて相談の上、各自治区へ配布 

 

４ その他     袋の仕様等についてご意見がありましたらお知らせください。 

          余剰金の金額次第で、回覧板を追加購入します。 

 

【参考】＜経緯：平成２１年８月５日区長会役員会＞ 

 袋の耐用年数を３～５年と考え作成する。ただし、その時点の区長会予算を考慮しながら

作成する。今後経常的に費用負担が発生するため、できる限り安価に抑えられるよう組長袋

を破損又は紛失した場合でも追加の配布（不良品を除く）は行わない。 

⇒組長袋 最終作成：令和３年 

＜豊田市区長会共済会会則＞１６条４項 

４  余剰金については、住民自治の振興による会員の福利厚生に活用できるものとする。た

だし、この場合の限度額は原則として毎年度の会費収入見込額の１／４以内とし、それを

上回る場合は準備金会計に積み立てることができる。 

 

 

 

組長袋 10,000 枚：3,158,100 円（前回実績・消費税 10％計算時） 

令和８年度会費見込み額 14,614,400 円 

      の４分の１⇒ 3,653,600 円 
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自治区組長用袋 仕様 （前回実績：１枚当たり約 350 円） 

項目 内容 

体裁 

材  質：ポリエステル製（PVC コーティングなど防水機能があること） 

寸  法：W300×D140×H360 

     手提げ用紐部分の長さ約 42 センチ 

 

表  面：ビニールポケット（タテ 40×ヨコ 170）縫付 

裏  面：「豊田市区長会」（ヨコ 150、白、ゴシック体） 

      区長会マーク（ヨコ 100、白） 

内側ﾎﾟｹｯﾄ：ポリエステル製（文字入れ側の面に縫付、ふたつき） 

              （タテ 170×ヨコ 130） 

色 緑色 

納期 発注から約３ヶ月程度 

数量 10,000 枚 （本庁及び１１支所へ納品） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 

豊田市区長会 

裏 

360 

140 

300 

170 

140 

約 42cm 

100 

150 

130 

170 
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令和８年６月３日 

○○自治区長 各位 

組長袋の配布について 
区長会事務局 

 

各自治区で活用されている組長袋について、袋の耐用年数を３～５年と考え、５年に１度

作製しております。（平成２１年８月役員会決定） 

つきましては、下記のとおり作製しますので、不要な場合は６月１７日（水）までに下記

ＦＡＸまたはメールにてお知らせください。 

 

記 

１ 配布スケジュール（予定） 

時期 実施内容 

７月 契約 

１１月 
各支所に納品後、各自治区へ配布 

（配布方法は各支所担当者とご相談ください） 

 

２ 仕様 

材 質：ポリエステル製（PVC コーティングなど防水機能があること） 

寸 法：W300×D140×H360  手提げ用紐部分の長さ約 42 センチ 

  色 ：緑色 

その他：表面ビニールポケット縫付、内側ふた付きポケット縫付 

 

３ 配布予定数 

貴自治区には●枚の組長袋を配布予定です。 

 

≪連絡先≫ 

豊田市区長会事務局 

（豊田市役所地域交流課内） 

Tel  ３４－６６２９ 

Fax  ３５－４７４５ 

Mail  chiikikouryu@city.toyota.aichi.jp 

６月区長便 
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令和８年度 豊田市区長会共済会 

 

第 ３ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

5 月 1 日 ～ 5 月 3 1 日 3 111,000 3 64,000 

4 月 １ 日 ～ 5 月 3 1 日 7 723,000 3 64,000 

１件あたりの平均支給額 ― 103,286 ― 21,333 

２ ５月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額（円） 行事名等 傷害の内容等 発 生 状 況 

１ 保見ケ丘六区 ３４，０００ 
老人会リサイクル回

収 
テニス肘 

雑誌の束を放り投げた時､左肘から手首にかけて激痛

が走り負傷 

２ 高美町 ５１，０００ 
自治区コミュニティ

会議 
右鎖骨骨折 

側溝のグレージングに足が引っ掛かり転倒。その際に

右肩を路面に強打し負傷 

３ 寺 部 ２６，０００ 
安全･安心パトロー

ル 
右環指創傷･指骨折 

パトロール中､足がもつれて転倒し手を突いたため負

傷 

３  賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

5 月 1 日 ～ 5 月 3 1 日 0 0 0 0 

4 月 １ 日 ～ 5 月 3 1 日 0 0 0 0 

 

《自治区活動事故報告書について》 

＊ 「事故報告書(損害補償金用)」（様式第２号）と写真（破損個所と車のﾅﾝﾊﾞｰ入り）・見積・車検証のコピ

ー・管理下中事故証明書を添えてすみやかに提出してください。 

《共済会事故報告書について》 

＊ 「事故報告書」（様式第２号）は、原則として事故発生後５日以内に提出してください。 

＊ 疾病、内疾患（熱中症・貧血・立ち眩み等）が原因でお怪我をされても、対象となりません。 

＊ 日にちが経ってから病院へ行かれても、行事とケガの因果関係が分らなくなるため、原則認められなく

なってしまいます。（提出が遅れた場合も同じです） 

 

環境美化等での草刈り機を使用する場合は、周囲の人や車などから、 

１５ｍ以上離れ、物損事故や人身事故が起きないよう十分注意して作業をしてください。 

    また、暑い時期での作業は、飲み物を各自で用意をして水分補給をするよう 注意を促し、 

適宜休憩をとりながら実施してください。 

【問合せ先】区長会事務局 中山 電話 ３４-６６２９ 

-5-



 

６月区長便送付文書一覧 
 
 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 
 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 夏の交通安全市民運動実施他 交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

2 豊田市区長会総会の開催結果 豊田市区長会 34-6629 配付 全自治区 

3 組長袋の配付 豊田市区長会 34-6629 配付 全自治区 

4 
令和８年度豊田市区長会・豊田市区長

会共済会会費の領収書 
豊田市区長会 34-6629 配付 全自治区 

5 
補助金を活用して防犯カメラを設置し

ませんか 
交通安全防犯課 34-6633 通知 全自治区 

6 
令和８年度 道路・河川愛護会作業実

施報告について（お願い） 

道路維持課 

河川課 

34-6645 

34-6672 
依頼 全自治区 

7 

愛知県交通安全県民大会及び豊田市交

通安全市民大会における表彰候補者等

の推薦について 

交通安全防犯課 34-6633 依頼 全自治区 

8 
指定ごみ袋のあっせんの一時停止（調

整）について 
清掃業務課 71-3003 通知 全自治区 

回

覧

１ 

新しい防災気象情報に係る回覧依頼に

ついて 
防災対策課 34-6750 回覧 全自治区 

 

 

区長便等の配達先の変更は、配達員ではなく下記連絡先までご連絡ください。 

※配達員では配達先の変更についてお伺いすることはできません。 

・区長便：地域交流課（TEL：34-6629） ・広報とよた：広報課（TEL：34-6604）  

 

＊区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますので、配達員への手渡し、区長便箱にお入れ 

いただくか、お近くの支所へお持ちください。（提出物などを入れないようお願いします。） 

＊回覧数等の変更・訂正がある場合は、支所・地域交流課へご連絡ください。 

 

【地域交流課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

       メール：chiikikouryu＠city.toyota.aichi.jp 
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Ｍｅｍｏ 

｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣ 



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 
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令和８年５月２７日 
 

豊田市区長会役員 様 
 

豊田市市民相談課長 岩月 一裕 
 

人権擁護委員候補者の推薦について（お願い） 
 

日ごろは、人権啓発事業に御協力をいただき誠にありがとうございます。 
さて、人権擁護委員候補者の地元推薦につきましては、該当の地区区長会長様

にお願いし、候補者の推薦をいただいております。 
つきましては、今年度も引き続き人権擁護委員候補者の推薦について、該当す

る地区区長会長様に御協力をいただきたくお願い申し上げます。 
 
 

記 
 
 
１ 令和９年３月末で任期満了を迎える地区 
  ・逢妻、豊南、若林、猿投台、井郷、石野地区 
 
２ 令和９年３月末で委員が退任する地区 
  ・益富地区 
 
３ 令和９年９月末で任期満了を迎える地区 

・浄水、朝日丘、高橋、美里、上郷、足助（２名）、稲武地区 
 
 
 
 
 

連絡先 市民部市民相談課（岩月、大石） 
電 話 （０５６５）３４－６６２６ 

資料３ 



人権擁護委員について 
 
１ 人権擁護委員制度 

人権擁護委員は、昭和２４年６月１日施行の「人権擁護委員法」で、国民に保障されて
いる基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため配置されました。そして、
国民の基本的人権が侵されることのないように配慮し、これが侵された場合はその救済
のため、すみやかに適切な処置をとることがその使命とされています。 
・委  嘱︓人格識見が高く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人を、市長  

が議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱します。 
※委嘱発令日は４月１日、１０月１日 

・任 期 等︓任期は３年（再任可） 
給与の支給はありませんが、活動時間等に応じて、国から実費弁償金、  
市から報償費をお支払いします。 

・年齢要件︓（新任候補者）６８歳以下 
（再任候補者）７５歳未満 
ただし、上限年齢を上回っても相当な事情があれば委嘱可能です。 

・委員性格︓民間人。民生委員など、他職との兼務も可能です。 
・委 員 数︓市内２９名（中学校区毎に１名、足助地区のみ２名※小学校が多いため） 
 
２ 人権擁護委員の活動 
（１）人権相談                ＊委員が当番制で相談を受けます 

名古屋法務局豊田支局 月、水、金 10〜16 時 6〜7 回/年 程度 
名古屋法務局（名古屋市） 月〜金   10〜16 時 1〜2 回/年 程度 
市役所市民相談課 毎月第 2・4 火曜日 10〜12 時 1 回/年 程度 

※相談の中で人権侵害の申告を受けた場合は、法務局職員につないでいただきます。 
（２）啓発活動 

《人権教室（講座、ワークショップ）》 
こども園や小中学校からの依頼を受け、出前講座（人権クイズ、DVD 視聴、紙芝居

等やワークショップを行います。 
《人権作文コンテスト、人権作品コンクール》 

作文や作品の応募依頼のための学校訪問や、応募された作文等の審査を行います。 
（人権作文、ポスター、書道、標語） 

（３）定例会への出席 
毎月第１木曜日の午前中に、名古屋法務局豊田支局で定例会が行われます。 
委員相互の情報交換や勉強会を行います。 

（４）部会活動 
こども人権委員会、研修部など６つの部会があり、いずれかに所属し、各部会の方針 

に基づき啓発活動、研修、協議会の運営を行います。 
（５）研修 

人権擁護委員としての職務執行に必要な知識を習得すること等を目的とした各種研
修があります。（委嘱時研修、第一次研修、第二次研修等）。 

豊田市 市民相談課 
令和８年５月２７日 



 
３ 人権擁護委員の委嘱までの流れ 

①法務局より推薦依頼があります。 
②市民相談課で、任期満了を迎える委員に継続意思の確認をします。 
③地区区長会長に退任か継続かをお知らせします。 
④退任の場合は新しい委員候補者の方の推薦書を、継続の場合は現委員の方の推薦書を

地区区長会長名でご提出をお願いします。 
⑤市民相談課が、新しい委員候補者の方、継続委員の方から承諾書を提出していただき

ます。 
⑥市議会で同意を得ます。 
⑦市民相談課から法務局へ推薦書を提出します。 
⑧法務大臣から委嘱します。 
 
〜スケジュールの目安〜 
（4 月就任） 

 5 月 6 月〜 ８月 9 月 12 月〜 
区  人選 推薦   
市 区長会長へ依頼  推薦書受理 議案提出 12 月議会・国に推薦 

（10 月就任） 
 11 月 12 月〜 ２月 3 月 6 月〜 

区  人選 推薦   
市 区長会長へ依頼  推薦書受理 議案提出 6 月議会・国に推薦 

 
４ 依頼事項 
 

《令和９年３月末で任期満了を迎える委員》 ※就任は令和 9 年 4 月１日 
 
（１）現委員が継続される地区（豊南、若林地区） 

現委員が継続していただくことになりましたので、令和８年６月３０日までに推薦書
の提出をお願いします。 

（２）現委員が退任される地区（逢妻、益富、猿投台、井郷、石野地区） 
現委員が退任されるとのことでしたので、令和８年８月２０日までに候補者を選任

いただき、推薦書の提出をお願いします。 
 

《令和９年 9 月末で任期満了を迎える委員》 ※就任は令和 9 年１０月１日 
 

浄水、朝日丘、高橋、美里、上郷、足助２名、稲武地区の人権擁護委員に継続意思の確認を
し、１１月頃に該当する地区区長会長へご連絡します。 

※現委員が継続される場合、令和８年１２月２５日までに推薦書の提出をお願いします。 
※現委員が退任される場合、令和９年２月１９日までに候補者を選任いただき、推薦書の提

出をお願いします。 













令和８年５月２７日 
 
自治区長 様 

農業振興課長 鶴田 真太郎  
 

野生動物相談窓口の開設について（情報提供） 
 

日頃は豊田市農政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 
さて、当市では、令和８年６月１日に新たに「野生動物相談窓口」を開設いたします。こ

れまでどこに相談すれば良いか分からなかった野生鳥獣等の問題について、適切な担当部署
へ繋ぐ窓口として運用してまいります。 

つきましては、概要資料及びチラシを下記のとおり配布いたしますので、貴自治区長にお
かれましては、ご承知おきください。 
 

記 
  
 配布物  ・野生動物相談窓口の開設について 
      ・チラシ（野生動物の「困った︕」）  
 
 
 

【問い合わせ先】 
豊田市 産業部 農業振興課 
農村担当 中野、安藤 
電 話 ０５６５－３４－６７８５（直通）  
ＦＡＸ ０５６５－３３－８１４９ 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nougyou@city.toyota.aichi.jp 
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令和 8 年５月２１日 
産業部農業振興課 

野生動物相談窓口の開設について 
 

１ 現状と課題 
・野生動物の生息数や生息域が拡大しており、それに伴って農作物被害や生活

環境への影響が増加している。 
・野生動物への対応は複数の部署が個別に行っているため、市民にとっては相

談先が分かりにくい状況となっている。 
 
２ 開設の目的                                   
（１）相談・通報の一元化による住民サービスの向上 
 ・住民が「どこに相談すればよいか分からない」状態を解消 
 ・被害相談、目撃情報などを一つの窓口で受け付け、適切な対応につなげる 
（２）庁内の調整機能を強化し、対応を効率化 

・複数部署にまたがる課題を総合的に調整 
（３）迅速な初動対応と危機管理体制の強化 

・クマやイノシシなど危険性の高い野生動物の出没時の即時対応 
・関係部署との連絡体制を整理 

（４）野生鳥獣対策の専門性・知見を蓄積 
・被害状況、出没傾向などの情報を集約し、分析に活用 

（５）地域ぐるみの被害防止対策を推進 
・普及啓発や研修会の企画・実施、地域住民への支援 
 

３ 開設予定日   
令和８年６月１日（月）午前８時３０分から 
 

４ 運営体制                               
農業振興課農村担当内に設置し、野生動物の相談に応じる。担当課が分から

ない市民からの相談や通報をまとめて受け付け、必要に応じて関係部署へ速や
かに引き継ぐ。 
（１）電話及び窓口受付 

受付時間︓市役所開庁時間（平日午前 8 時 30 分〜午後５時 15 分） 
   閉庁時の緊急対応︓警備室から関係課へ連絡 
（２）WEB 受付（あいち電子申請システム、課宛てインターネットメール） 
   受付時間︓24 時間受付 ※翌開庁日に確認 
（３）情報の集約 
   kintone による相談記録簿の活用 





令和８年５月２７日 
 
 自治区長 各位 

 
豊田市長 太田 稔彦  

（ 公 印 省 略 ）  
  

 
令和８年５月２９日から運用される新しい防災気象情報の回覧について（依頼） 

 
 

日頃は、当市の防災行政に御理解と御協力を賜り、御礼申し上げます。 
令和８年５月２９日から、気象庁等から発表される防災気象情報の運用が変わりました。 

つきましては、変更内容や避難行動を広く住民に周知するため下記のとおり依頼します。 
 

記 
 
 
 １ 依頼内容 
  全自治区に対する周知・回覧 
 
 
 ２ 回覧物 

別添「【回覧用】令和８年５月２９日から防災気象情報が変わります」 
 
 
 ３ その他 

今回の変更では、気象庁等が発表する防災気象情報のみとなっており、市が発令する 
 避難情報や住民のみなさまの避難行動等の取扱いに変更はありません。 
 
 
 

連絡先 地域活躍部 防災対策課 計画運用担当 
 電 話 ０５６５－３４－６７５０ 
 ＦＡＸ ０５６５－３４－６０４８ 

資 料 ６ 
６月区長便 
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自治区長様向けご紹介資料

confidential

［本社］
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南2丁目14-19住友生命名古屋ビル5階
TEL:052-485-7870FAX:050-3606-4443

［東京事務所］
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F 

1

会社概要

スパイラルローキャス株式会社 （英文名:SPIRAL LOCAS Inc.）社名

2007年1月（2026年2月商号変更）創業

名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル5F本社

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F 東京事務所

代表取締役 中島秀典代表

7,500万円資本金

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度認証

プライバシーマーク認定事業所
各種認定

地域の連携を加速するシステム
Locas (Local Connections Accelerate System)

複数のサービスラインナップで各地域の情報発信

ニーズにお応えします。

サービスラインナップ

自治体を中心に地域がつながる

Confidential

0

1
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2

「CHIKUWA!」は自治体と自治区が一緒に使えるシステムです。
地域全体で自治区運営のデジタル化をサポートします。

CHIKUWA!（チクワッ）とは

導入前 導入後

自治会内

自治会代表者

自治体 自治体

自治会代表者

自治会内

導入後

自治体

自治会代表者

自治会内

地域全体の
導入で作業が
ラクになる

3

デジタル化で変わること

「CHIKUWA!」を活用することで、紙の回覧で起こる不安が解消されます。

回覧業務の負担が軽減される

いつでも何度でも確認できる

誰もがすぐに受け取れる

１

２

３

紙の回覧を回すのが大変

回覧後は見返せない

届くのに時間がかかる

１

２

３

自治体から直接、自治会
員のアプリに情報が届く

アプリに情報がすぐに
届くから安心

・所定場所からの回収
・各班や世帯への配布

紙の回覧が届く頃には
期限切れ⋯

回覧しても見返せるよう
に写真を撮って保存

アプリだから家にいなく
てもすぐに見返せる

導入前 導入後

2

3
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主な機能

「CHIKUWA!」は自治区の情報の共有ができるアプリです。
目的ごとに機能を分けて、簡単に使えます。

回覧板 相談グループ 共有資料

関係者で相談する 資料を保管する連絡を受け取る

5

＜基本的な使い方＞

受け取るだけ

まずは、ここから

4

5
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主な機能

回覧板 相談グループ 共有資料

連絡を受け取る 関係者で相談する 資料を保管する

自治区長の皆様は連絡を
アプリで受け取るだけ！

7

班長 自治区内自治体

お知らせB お知らせB作業不要 作業不要自治体から

お知らせA お知らせA自治体から

お知らせC お知らせC自治会から

発信者

なぜ受け取るだけで良いの？

これまでの紙や電話での連絡が、アプリでタイムリーに共有されます。

自治区代表者

自治体から自治会役員への
連絡手段に利用できます！

6

7



2026/5/27

5

8

回覧板

受け取った回覧板を見てみよう

アプリのホーム画面の「回覧板」から、受け取った情報を
簡単に見ることができます。

〇〇

〇〇

〇〇

9

行事の出欠確認も「回覧板」でできる

出欠を

回答

回覧板 総会やイベントの参加確認も「回覧板」の記事から
簡単に回答することができます。

〇〇

8

9
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＜もっと使いたい方向け＞

配信もできる

11

班長 自治区内自治体

お知らせB お知らせB作業不要 作業不要自治体から

お知らせA お知らせA自治体から

お知らせC お知らせC自治会から

発信者

自治会だけの配信もできる

自治区代表者

「CHIKUWA!」をもっと使いたい方は
自治会内独自のお知らせや回覧を配信することもできます。

自治会独自で連絡や
やり取りも可能です！

10

11
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班長 自治区内自治体

お知らせB お知らせB作業不要 作業不要自治体から

お知らせA お知らせA自治体から

お知らせC お知らせC自治会から

発信者

自治会役員の負担を軽減する

「CHIKUWA!」を活用することで、これまでの情報伝達の流れが変わります。
自治体から直接全体に配信できるため、バケツリレーのような業務は削減されます。

自治区代表者

伝達業務が
ラクになる

13

配信におけるCHIKUWA!の特長

メッセージは何通でも送り放題

コメントや返信ができる

多言語に自動翻訳できる

自治会内独自の配信においても便利な特長を備えています。

・・・ ￥

「総会は息子が参加します。」
「都合悪く、参加出来ません。」

Hello 你好 안녕하세요

12

13
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回覧板

明日のお祭りは暑さ
対策を忘れずに

今日のグランドゴルフ
大会は雨で中止

町内会打ち合わせは
ハンコ持参で

スマホでメッセージを
打つだけでカンタン

タイムリーな配信ができる

紙による回覧板ではできない即時の配信が可能です。

メッセージは送り放題だから…

15

「CHIKUWA!」の回覧板には、直接コメントや返信をすることができます。

その場ですぐにやり取りできるコメントや返信ができるから…

回覧板

横手 壮吉

山元 潤 !

LINE公式アカウント
の場合、コメントや
やり取りができない。

※回覧記事ごとにコメント機能のあり／なしの切り替えができます。

コメント

を返信

できる

行事の

出欠回答

も可能

回覧板を誰が既読・
未読かも確認できる

14
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外国籍の住民への連絡も安心

日本語以外の１２言語に自動翻訳され、アプリでいつでも切り替えが可能です。

回覧板

多言語に自動翻訳できるから…

※相談グループは自動翻訳の対象外です。

日本語（標準） 英語 韓国語 中国語（簡体）

対応言語
英語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語（繁体）、中国語（簡体）、
スペイン語、タガログ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、ヒンディー語

17

その他の機能

16

17
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その他の機能

「CHIKUWA!」には以下のような機能もあります。

会費のオンライン決済で集金に
おける双方の負担を軽減

自治会・町内会の安否確認を迅速化し、
発災時の共助体制を強化

安否
回答

安否
確認

地域カレンダー

安否確認伝言板集金補助 オプション オプション リンク集

あ

オンライン
決済

相談グループ 共有資料

特定のメンバーのみで情報共有でき
る掲示板機能。日程の調整や疑問点
の確認などが行えます。

組織規程、自治会員への配布物など
良く使うファイルは共有フォルダに
格納しておくことができます。

関係者で相談する 資料を保管する

総会の日程について
・・・・・・

共有

19

＜もっと使いたい方向け＞

LINEとの比較

18

19
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「CHIKUWA!」のメッセージは記事単位で表示されるので見やすく、
さらに記事を検索もできるので探しやすいです。

記事ごとだから見やすい・探しやすい

【お知らせ】
○月○日に総会を行う予定で
す。今年度の上半期の予算や
経費、下半期の活動予定につ
いて話をする予定です。
参加ができない方は、○月○
日までに、自治会長までにご
連絡ください。
よろしくお願いいたします。

【お願い】
下期の自治会費の集金ですが、
○月○日までに、各自自治会
長まで支払いをお願いします。
お忙しい中でお手数ですが、
よろしくお願いいたします。

山田は○月○日は法事のため
参加できません。かわりに息
子が参加します。

広告

自治会長チャットグループ
各地区の自治会長の皆様へ、日頃の活動お
疲れ様です。待ちの清掃活動について⋯
祭り役員チャットグループ
いよいよ祭りの本番が来週に迫ってきまし
た。各自、担当の最終確認をお願いしま⋯

やり取りが次の投稿
で流れてしまう。

連絡するグループが
別々で探しにくい。

21

管理者と全会員間の
コメント返信ができない

・自治体とやり取りできる
・自治体から直接会員へ送れる
・メッセージは何通送っても
費用は発生しない

・メッセージへのコメントや
返信も可能

「CHIKUWA!」は回覧板のメッセージ配信に対して費用は発生しません。
また、自治体からのメッセージも町内会単独のメッセージも同じ画面で確認できます。

何通送っても費用がかからない

理事間のやりとりは
LINEグループ、
会員への情報配信は
公式アカウント、
という運用が一般的

無料アカウントは月に200通
までしか送れない

LINE公式アカウントの場合

自治体からの
メッセージ

町内会単独の
メッセージ

どちらの配信内容も同じ画面
で見ることができる

※100人×2回＝200通

20
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「CHIKUWA!」の登録に電話番号は不要です。
普段使いのLINEの連絡先を他人に知られるリスクもありません。

個人アカウントが繋がる心配がない

【お知らせ】
○月○日に総会を行う予定で
す。今年度の上半期の予算や
経費、下半期の活動予定につ
いて話をする予定です。
参加ができない方は、○月○
日までに、自治会長までにご
連絡ください。
よろしくお願いいたします。

【お願い】
下期の自治会費の集金ですが、
○月○日までに、各自自治会
長まで支払いをお願いします。
お忙しい中でお手数ですが、
よろしくお願いいたします。

山田は○月○日は法事のため
参加できません。かわりに息
子が参加します。

LINEグループに参加する
と参加者全員と個人的に
繋がってしまう。

CHIKUWA!に登録しても、LINEグループのように個人
アカウントで繋がってしまうような心配はありません。

普段使っているLINE
の個人アカウントを
知られたくない⋯

全会員とLINEグループで
繋げようとすると

LINEグループの場合

添付ファイルが1か月
で削除されてしまう。

※電話番号を登録できるようにすることも可能です。

23

活用事例

22
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活用効果①：コストが大幅に削減

紙代や印刷費用などのコストの大幅な削減に繋がっています。

導
入
前

理事会のたびに役員10名分で約20ページ
の資料を印刷し、年に一度の総会では、30
ページの資料を200名分を印刷して準備。

導
入
後

資料をアプリ上で共有できるようになり、紙
のコストが削減。市役所から届く紙資料も、
データ化してアプリで共有することで、配布
用の印刷コストが不要に。

理事会
資料

総会
資料

導
入
前

月に10回程度、大津市から36学区（連合
会）へ平均50枚の資料が届き、それを各世
帯分印刷。また、役員の引継ぎ時には膨大な
紙資料を印刷。

導
入
後

紙が不要になったため、年間約15万円か
かっていたコピー機リースを解約。自治会館
にプリンタを購入し、設置（購入費約10万
円）。初年度から約5万円のコスト削減を実現。

配布
資料 リースを解約

（年間15万）
プリンタを購入
（購入費用10万）

稗田町内会様の場合 富士見学区自治連合会様の場合

25

活用効果②：役員業務の負担が軽減

稗田町内会様の場合

役員間における情報共有や自治会長の業務負担の軽減に繋がっています。

導
入
前

ゴミ捨て場の問題や街灯の電球切れなど、
町内会で発生する様々な課題は、月1回の定
例会で共有されることが多く、リアルタイム
で把握することが難しい。

導
入
後

「相談グループ」で現場の写真と併せて役員
間で共有。投稿された情報をもとに市役所
へ連絡するため、現場確認や情報整理の負
担が軽減。

富士見学区自治連合会様の場合

導
入
前

会合で受け取った資料を自治会長分・連合
会長分・各自治会向けに仕分けて配布。
これが年に10回あり、「役員になると仕事が
増える」と感じる大きな要因に。

導
入
後

上位組織からの回覧物がアプリで共有でき
るようになり、印刷・仕分け・配布の作業が
ほとんど不要に。月に数時間の作業が解消
され、役員の業務負担が７割ほど削減。

①相談グループで投稿、共有 ②自治会長から自治体に報告

自治会長 自治体

自治会長用

連合会長用

自治会用

自治会長

印刷・仕訳が不要に

24

25



2026/5/27

14

26

活用効果③：情報伝達が迅速に

デジタル化によって迅速かつ確実な情報共有に繋がっています。

導
入
前

役員同士の連絡は電話や紙回覧が中心だっ
たため、急な予定変更の共有が困難。
実際に、夏祭りが当日中止になった際の連
絡も十分に行き届かなかったことも。

導
入
後

緊急連絡も確実に伝達できるようになり、
「伝わらない不安」が解消されました。

導
入
前

共働き家庭の多い地域では、回覧板が回る
のに2～3週間かかっていた。また、回した
ら手元に情報が残らないという不便さも。

導
入
後

回覧を回す行為が不要になり、情報はアプリ
を通じて全世帯へ同時に届けられるように。
世帯構成によるタイムラグも以前より減って
きている。

共働き家庭 次の世帯

回覧板が

時間が掛かる

回覧板自体

が不要に

配信 アプリで受け取り

天候不良による
イベントの中止

高齢者の徘徊・
行方不明情報

配信

稗田町内会様の場合 富士見学区自治連合会様の場合
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